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旅行業者代理業者の新規登録申請について 

 

１ 旅行業者代理業登録制度 

（１）旅行業者代理業を営もうとする者は、旅行業者代理業を営む主たる営業所の所在地を

管轄する都道府県知事の登録を受けなくてはならない。 

＜旅行業法第３条、同法施行規則第１条の２第２号＞ 

（２）旅行業者代理業の登録を受けようとする者は申請書及びその他国土交通省令で定め

る事項を記載した書類を添付して申請しなければならない。 

＜旅行業法第４条、同法施行規則第１条の４＞ 

（３）登録を受けないで旅行業者代理業を営んだ者は法律により処分される。 

＜旅行業法第７４条＞ 

 

２ 登録の拒否要件 

登録の申請者が、次の（１）～（８）に該当する場合にはその登録は拒否される。 

＜旅行業法第６条第１項＞ 

（１）旅行業法第１９条の規定により旅行業若しくは旅行業者代理業の登録を取り消され、

又は第３７条の規定により旅行サービス手配業の登録を取り消され、その取消しの

日から５年を経過していない者（当該登録を取り消された者が法人である場合にお

いては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前６０日以内に当該法人

の役員であった者で、当該取消しの日から５年を経過していないものを含む。） 

（２）禁錮以上の刑に処せられ、又は旅行業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その

執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から５年を経過していない者 

（３）暴力団員等（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第６号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日

から５年を経過しない者をいう。以下同じ。） 

（４）申請前５年以内に旅行業務又は旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者 

（５）営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記（１）～

（４）又は（７）のいずれかに該当するもの 

（６）成年被後見人もしくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

（７）法人であって、その役員のうちに上記（１）～（４）又は（６）のいずれかに該当す

る者があるもの 

（８）暴力団員等がその事業活動を支配する者 

（９）営業所ごとに旅行業法第１１条の２の規定による旅行業務取扱管理者を確実に選任

すると認められない者 

（10）旅行業者代理業を営もうとする者であって、その代理する旅行業を営む者が２以上で

あるもの 
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３ 申請手続きについて 

（１）電子申請手続き及び電子納付の実施 

○ 令和５年５月１日から、申請手続き及び手数料の納付について、本県の電子申請シス

テムである「e-kanagawa電子申請」を利用した電子申請手続き及び電子納付を実施しま

す。 

○ 「e-kanagawa電子申請」を使用するためには、事前に「利用者登録」が必要となりま

す。以下のURLから、「利用者登録」を行ってください。 

URL：https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/offerList_initDisplay.action 

 

〔電子申請手続きが難しい方〕 

・ 諸事情により、電子申請手続きが困難である場合、これまで通り、紙媒体の申請書

による窓口での申請を当面の間、受け付けますので、事前に当課までご相談くださ

い。 

・ 窓口申請の場合、手数料については、当面の間、証紙貼付により行います。（窓口

での電子納付についても検討を進めています。） 

 

（２）申請手続きの流れ 

○ 申請手続きの流れは、次のとおりです。 

はじめに、「e-kanagawa電子申請」の「利用者登録」を行ってください。 

 

① 「e-kanagawa電子申請（様式名：旅行業者代理業登録（新規登録））」を通じて、申

請書類を提出してください。 

※ 検索キーワードに「旅行」と入力し、「絞り込みで検索する」を押下すると、「手続

き一覧」に関係手続が表示されます。 

② 申請について、審査を行い、不備がなければ、登録手続きを行います。 

③ 登録作業完了後、「登録通知書」を送付します。登録番号や有効期限を記載してい

ますので、大切に保管してください。 

 

４ 申請に必要な書類等 

○ 「旅行業者代理業新規登録申請書類一覧表」のとおり 

※ 次の URLから、申請書類等をダウンロードしてください。 

URL：http://www.pref.kanagawa.jp/docs/b6m/senryaku/ryokogyo_yoshiki.html 

 

５ 手数料 

15,010円（申請時に「e-kanagawa電子申請」で電子納付） 

 

〔納付方法〕 

Pay-easy（ペイジー）  

クレジット決済 Visa、Mastercard、JCB、AmericanExpress、DinersClub 

スマホ決済 

2次元バーコード決済  PayPay、LINE Pay、メルペイ 

キャリア決済 
d払い、auかんたん決済、ソフトバ

ンクまとめて支払い 

電子マネー決済 モバイルSuica、楽天Edy 

その他 Apple Pay 

 

https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/offerList_initDisplay.action
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/b6m/senryaku/ryokogyo_yoshiki.html
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６ 新規登録申請にあたって特に注意する事項 

（１）主たる営業所所在地が神奈川県内にあること。 

（２）旅行業務取扱管理者を選任すること。 

①１営業所につき１人以上の旅行業務取扱管理者を選任すること。ただし、地域限定

旅行業者を代理する旅行業者代理業者で、営業所間の距離が４０キロメートル以下

であって、その営業所の取引額の合計が１億円以下の場合は、複数の営業所を通じ

て１人で足りる。 

②拠点区域内の旅行のみについて旅行業務を取り扱う営業所にあっては、総合旅行業

務取扱管理者試験、国内旅行業務取扱管理者試験又は地域限定旅行業務取扱管理者

試験（拠点区域内に係るものに限ります。）に合格した者、国内旅行のみについて

旅行業務を取り扱う営業所にあっては、総合旅行業務取扱管理者試験又は国内旅行

業務取扱管理者試験に合格した者、海外旅行について旅行業務を取り扱う営業所に

あっては総合旅行業務取扱管理者試験に合格した者を選任すること。 

③選任する旅行業務取扱管理者について、５年ごとに、旅行業務に関する法令、旅程

管理その他の旅行業務取扱管理者の職務に関し必要な知識及び能力の向上を図るた

めの、旅行業協会が実施する研修（旅行業務取扱管理者定期研修）を受講している

こと。ただし、５年以内にいずれかの旅行業務取扱管理者試験に合格した者は除き

ます。 

④新たに旅行業等の登録を受けようとする時点において、旅行業務取扱管理者として

選任見込みである者が５年以内に旅行業務取扱管理者定期研修を受講していない場

合には、旅行業協会が次回に開催する旅行業務取扱管理者定期研修を受講し、受講

後には受講を修了した旨を速やかに神奈川県に届け出ることを誓約することで足り

ます。 

⑤従業員数１０人以上の営業所においては、複数の旅行業務取扱管理者を選任するこ

と。 

（３）旅行業者代理業に係る契約については「旅行業者代理業業務委託契約書(例)」があ

るので、参考にすること。 

（４）法人で申請する場合は、商業登記簿、定款の目的を『旅行業者代理業』または『旅

行業法に基づく旅行業者代理業』とすること。 

（５）賃貸借契約書の写しを提出する場合は、申請者が旅行業者代理業の営業所を確保し

ていることがわかる内容であること。 

 

７ 登録後の手続き等    ※旅行業者代理業者が責任を持って誤りなく行ってください 

Ⅰ 登録後営業開始前に行うこと 

  この手続きがすべて完了してはじめて営業することができます。 

（１）登録票の掲示 

「登録票」に必要事項を記入の上、各営業所で公衆に見やすいように掲示すること。 
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＜旅行業法第１２条の９＞ 

（２）旅行業約款の掲示等 

所属旅行業者の旅行業約款を各営業所において旅行者に見やすいように掲示し、

または旅行者が閲覧できるように備え置くこと。 

＜旅行業法第１２条の２第３項＞ 

（３）料金の掲示 

所属旅行業者の定めた料金を各営業所において旅行者に見やすいように掲示する

こと。 

＜旅行業法第１２条第３項＞ 

（４）「旅行業務取扱管理者証」の発行 

旅行業務取扱管理者は旅行者から請求があったときは旅行業務取扱管理者証を提

示すること。 

＜旅行業法第１２条の５の２＞ 

（５）「外務員証」の発行 

旅行業者代理業者は、役員、従業員を問わず、営業所以外の場所で旅行業務を行う

者に「外務員証」を携帯させること。 

※外務員が業務を行うときは「外務員証」を提示しなければならないので注意するこ

と。 

＜旅行業法第１２条の６第１項＞ 

（６）取引条件説明書面及び契約書面の交付の準備 

取引条件説明書面及び契約書面の交付の準備をすること（国土交通省令で定める

場合を除く）。 

＜旅行業法第１２条の４、第１２条の５＞ 

 

Ⅱ 登録後、必要な場合行うこと 

登録事項の変更届出：登録事項等に変更があった場合には、３０日以内に別紙「旅行業

者等登録事項変更届出書類一覧表（１）、（２）」を参考に県観光課へ届け出ること。 

＜旅行業法第６条の４第３項＞ 

※営業所の旅行業務取扱管理者として選任した者の全てが欠けるに至ったときは、新

たに旅行業務取扱管理者を選任するまでの間は、その営業所において旅行業務に関

して契約を締結できないので注意すること。 

＜旅行業法第１１条の２第２項＞ 

 

Ⅲ 旅行業者代理業登録の失効 

旅行業者代理業の登録は下記の事由により失効する。 

＜旅行業法第１５条の２＞ 

（１）所属旅行業者のために旅行業務を取り扱うことを内容とする契約が効力を失った
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とき 

（２）所属旅行業者が旅行業の登録を抹消されたとき 

 

Ⅳ その他 

上記のほか、旅行業法及びその他の法令等を遵守し、適切に営業を行うこと。 


